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(57)【要約】
【課題】複数の光伝送装置が波長の使用許可要求を同一
波長で送信しても波長設定を行うこと。
【解決手段】波長可変フィルタ１１１は、透過させる光
の波長が可変である。受信部１１２は、第１光伝送装置
１０から送信され波長可変フィルタ１１１を透過した光
を受信する。送信部１１３は、受信部１１２により受信
された光の第１波長に対応する第２波長の使用許可要求
を、第２波長の光で、かつ所定の周波数のトーン信号に
より第１光伝送装置１０へ送信する。設定部１１４は、
使用許可要求の送信元に対する第２波長の使用許可通知
を第１光伝送装置１０から受信した場合に、送信部１１
３が第１光伝送装置１０へ送信する主信号の波長を第２
波長に設定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタと、
　他の光伝送装置から送信され前記波長可変フィルタを透過した光を受信する受信部と、
　前記受信部により受信された光の第１波長に対応する第２波長の使用許可要求を、前記
第２波長の光で、かつ所定の周波数のトーン信号により前記他の光伝送装置へ送信する送
信部と、
　前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通知を前記他の光伝送装置
から受信した場合に、前記送信部が前記他の光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第
２波長に設定する設定部と、
　を備えることを特徴とする光伝送装置。
【請求項２】
　前記所定の周波数は自装置の識別情報に対応する周波数であることを特徴とする請求項
１に記載の光伝送装置。
【請求項３】
　前記所定の周波数はランダムな周波数であることを特徴とする請求項１に記載の光伝送
装置。
【請求項４】
　光伝送を行う第１光伝送装置と、
　透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタを備え、前記第１光伝送装置から送信さ
れ前記波長可変フィルタを透過した光を受信し、受信した光の第１波長に対応する第２波
長の使用許可要求を、前記第２波長の光で、かつ所定の周波数のトーン信号により前記第
１光伝送装置へ送信する第２光伝送装置と、を含み、
　前記第１光伝送装置は、前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通
知を送信し、
　前記第２光伝送装置は、前記第１光伝送装置から前記使用許可通知を受信した場合に、
前記第１光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第２波長に設定する、
　ことを特徴とする光伝送システム。
【請求項５】
　透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタを備える光伝送装置による光伝送方法で
あって、
　他の光伝送装置から送信され前記波長可変フィルタを透過した光を受信し、
　受信した光の第１波長に対応する第２波長の使用許可要求を、前記第２波長の光で、か
つ所定の周波数のトーン信号により前記他の光伝送装置へ送信し、
　前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通知を前記他の光伝送装置
から受信した場合に、前記他の光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第２波長に設定
する、
　ことを特徴とする光伝送方法。
【請求項６】
　透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタと、
　他の光伝送装置から送信され前記波長可変フィルタを透過した光を受信する受信部と、
　前記波長可変フィルタの透過波長をランダムな波長から変化させながら前記受信部によ
り受信された光を監視することにより、前記他の光伝送装置が主信号の送信に使用してい
ない光の第１波長を検出する検出部と、
　前記検出部によって前記第１波長が検出された場合に、前記第１波長に対応する第２波
長の使用許可要求を、前記第２波長の光で前記他の光伝送装置へ送信する送信部と、
　前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通知を前記他の光伝送装置
から受信した場合に、前記送信部が前記他の光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第
２波長に設定する設定部と、
　を備えることを特徴とする光伝送装置。
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【請求項７】
　前記送信部は、前記検出部によって前記第１波長が検出されてからランダムな時間が経
過した後に前記使用許可要求を送信することを特徴とする請求項６に記載の光伝送装置。
【請求項８】
　光伝送を行う第１光伝送装置と、
　透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタを備え、前記第１光伝送装置から送信さ
れ前記波長可変フィルタを透過した光を受信し、前記波長可変フィルタの透過波長をラン
ダムな波長から変化させながら受信した光を監視することにより、前記第１光伝送装置が
主信号の送信に使用していない光の第１波長を検出し、前記第１波長を検出した場合に、
前記第１波長に対応する第２波長の使用許可要求を、前記第２波長の光で前記第１光伝送
装置へ送信する第２光伝送装置と、を含み、
　前記第１光伝送装置は、前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通
知を送信し、
　前記第２光伝送装置は、前記第１光伝送装置から前記使用許可通知を受信した場合に、
前記第１光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第２波長に設定する、
　ことを特徴とする光伝送システム。
【請求項９】
　透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタを備える光伝送装置による光伝送方法で
あって、
　他の光伝送装置から送信され前記波長可変フィルタを透過した光を受信し、
　前記波長可変フィルタの透過波長をランダムな波長から変化させながら受信した光を監
視することにより、前記他の光伝送装置が主信号の送信に使用していない光の第１波長を
検出し、
　前記第１波長を検出した場合に、前記第１波長に対応する第２波長の使用許可要求を、
前記第２波長の光で前記他の光伝送装置へ送信し、
　前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通知を前記他の光伝送装置
から受信した場合に、前記他の光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第２波長に設定
する、
　ことを特徴とする光伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光伝送装置、光伝送システムおよび光伝送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光スプリッタを介して接続されたＯＬＴと複数のＯＮＵとの間で光伝送を行うＰ
ＯＮが知られている（たとえば、下記特許文献１～３参照。）。ＯＬＴはＯｐｔｉｃａｌ
　Ｌｉｎｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ（収容局側端末）の略である。ＯＮＵはＯｐｔｉｃａｌ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｕｎｉｔ（加入者側端末）の略である。ＰＯＮはＰａｓｓｉｖｅ　Ｏｐ
ｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋの略である。ＰＯＮにおいては、可変波長のＯＮＵが、立ち
上げ時に波長可変フィルタをスイープして空き波長を検出し、検出した空き波長の使用許
可要求をＯＬＴへ送信することによりＯＮＵの波長設定を行うことが検討されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１７／１０４０７５号
【特許文献２】特開２０１１－１０９２９３号公報
【特許文献３】特開２００４－５６２３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、上述した従来技術では、たとえば、複数のＯＮＵが波長の使用許可要求
を同一波長で送信すると、ＯＬＴは複数のＯＮＵからの各使用許可要求を判別できないた
め、ＯＮＵの波長設定を正常に行うことができないという問題がある。
【０００５】
　１つの側面では、本発明は、複数の光伝送装置が波長の使用許可要求を同一波長で送信
しても波長設定を行うことができる光伝送装置、光伝送システムおよび光伝送方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、１つの実施態様では、透過させる光の波
長が可変の波長可変フィルタを備える光伝送装置が、他の光伝送装置から送信され前記波
長可変フィルタを透過した光を受信し、受信した光の第１波長に対応する第２波長の使用
許可要求を、前記第２波長の光で、かつ所定の周波数のトーン信号により前記他の光伝送
装置へ送信し、前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通知を前記他
の光伝送装置から受信した場合に、前記他の光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第
２波長に設定する光伝送装置、光伝送システムおよび光伝送方法が提案される。
【０００７】
　また、他の１つの実施態様では、透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタを備え
る光伝送装置が、他の光伝送装置から送信され前記波長可変フィルタを透過した光を受信
し、前記波長可変フィルタの透過波長をランダムな波長から変化させながら受信した光を
監視することにより、前記他の光伝送装置が主信号の送信に使用していない光の第１波長
を検出し、前記第１波長を検出した場合に、前記第１波長に対応する第２波長の使用許可
要求を、前記第２波長の光で前記他の光伝送装置へ送信し、前記使用許可要求の送信元に
対する前記第２波長の使用許可通知を前記他の光伝送装置から受信した場合に、前記他の
光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第２波長に設定する光伝送装置、光伝送システ
ムおよび光伝送方法が提案される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一側面によれば、複数の光伝送装置が波長の使用許可要求を同一波長で送信し
ても波長設定を行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態１にかかる光伝送システムの一例を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態１にかかるＰＯＮシステムの一例を示す図である。
【図３】図３は、実施の形態１にかかるＰＯＮシステムにおける処理の一例を示すシーケ
ンス図である。
【図４】図４は、実施の形態１にかかるトーン信号の波形の例を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１にかかるトーン信号の主信号への重畳の一例を示す図であ
る。
【図６】図６は、実施の形態１にかかるＯＮＵ番号とトーン信号の周波数との対応情報の
一例を示す図である。
【図７】図７は、実施の形態１にかかるＰＯＮシステムにおける処理の他の一例を示すシ
ーケンス図である。
【図８】図８は、実施の形態１にかかるＯＬＴの光送受信器の一例を示す図である。
【図９】図９は、実施の形態１にかかるＯＮＵの一例を示す図である。
【図１０】図１０は、実施の形態１にかかるＯＬＴによる処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図１１】図１１は、実施の形態１にかかるＯＮＵによる処理の一例を示すフローチャー
トである。
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【図１２】図１２は、実施の形態１にかかるＰＯＮシステムを適用した基地局装置の一例
を示す図である。
【図１３】図１３は、実施の形態２にかかるＰＯＮシステムにおける処理の一例を示すシ
ーケンス図である。
【図１４】図１４は、実施の形態２にかかるＯＮＵの受信波長のスイープの一例を示す図
である。
【図１５】図１５は、実施の形態２にかかるＰＯＮシステムにおける処理の他の一例を示
すシーケンス図である。
【図１６】図１６は、実施の形態３にかかるＰＯＮシステムにおける処理の一例を示すシ
ーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に図面を参照して、本発明にかかる光伝送装置、光伝送システムおよび光伝送方法
の実施の形態を詳細に説明する。
【００１１】
（実施の形態１）
（実施の形態１にかかる光伝送システム）
　図１は、実施の形態１にかかる光伝送システムの一例を示す図である。図１に示すよう
に、実施の形態１にかかる光伝送システム１００は、第１光伝送装置１０と、複数の第２
光伝送装置１１０と、を含む。一例としては、光伝送システム１００はＰＯＮである。第
１光伝送装置１０は、複数の第２光伝送装置１１０との間で同時に光伝送が可能な光伝送
装置である。一例としては、第１光伝送装置１０はＰＯＮにおけるＯＬＴである。
【００１２】
　複数の第２光伝送装置１１０のそれぞれは、第１光伝送装置１０との間で光伝送が可能
な光伝送装置である。一例としては、複数の第２光伝送装置１１０のそれぞれは、ＰＯＮ
におけるＯＮＵである。たとえば、第２光伝送装置１１０は、波長可変フィルタ１１１と
、受信部１１２と、送信部１１３と、設定部１１４と、を備える。
【００１３】
　波長可変フィルタ１１１は、透過させる光の波長が可変の光帯域通過フィルタである。
波長可変フィルタ１１１には、第１光伝送装置１０から送信された光が入射する。受信部
１１２は、第１光伝送装置１０から送信され波長可変フィルタ１１１を透過した光を受信
する。
【００１４】
　送信部１１３は、受信部１１２により受信された光の波長（「第１波長」と称する。）
に対応する波長（「第２波長」と称する。）の使用許可要求を第１光伝送装置１０へ送信
する。第１波長に対応する第２波長は、たとえば、第１光伝送装置１０から第１波長の光
信号を受信して光伝送を行う際に第１光伝送装置１０への光信号に使用すべき波長である
。第１波長に対応する第２波長は、受信部１１２により受信された第１波長の光信号（一
例としては後述の上り下り波長情報等メッセージ）が示す波長である。または、第１波長
に対応する第２波長は、光伝送システム１００において予め対応付けられており、第１波
長と第２波長の対応情報を第２光伝送装置１１０が記憶しておいてもよい。
【００１５】
　第２波長の使用許可要求は、第１光伝送装置１０に対して第２波長の使用許可を要求す
る制御メッセージである。また、送信部１１３は、第２波長の使用許可要求を、第２波長
の光で、かつ所定の周波数のトーン信号により送信する。トーン信号は、たとえば、単一
の周波数の正弦波、または単一の周波数の正弦波を変調して得られた信号である。
【００１６】
　所定の周波数は、他の第２光伝送装置１１０との間で異なり得る周波数である。たとえ
ば、所定の周波数は、第２光伝送装置１１０の識別情報に対応する周波数である。第２光
伝送装置１１０の識別情報は、一例としては、たとえば光伝送システム１００において第
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２光伝送装置１１０のそれぞれにユニークに割り当てられた識別番号（たとえば後述のＯ
ＮＵ番号やシリアル番号）である。または、所定の周波数は、第２光伝送装置１１０がラ
ンダムに選択した周波数であってもよい。
【００１７】
　設定部１１４は、送信部１１３が送信した使用許可要求のトーン信号の送信元（自装置
）に対する第２波長の使用許可通知を第１光伝送装置１０から受信した場合に、送信部１
１３が第１光伝送装置１０へ送信する主信号の波長を第２波長に設定する。主信号は、た
とえばユーザデータを含む信号である。送信部１１３は、設定部１１４によって設定され
た第２波長の光信号で自装置から第１光伝送装置１０への主信号を送信する。
【００１８】
　第２波長の使用許可通知は、第２波長の使用を許可することを通知する制御メッセージ
である。また、第２波長の使用許可通知は、たとえば第１光伝送装置１０から第１波長の
光信号で送信される。また、設定部１１４は、たとえば、この第２波長の使用許可通知を
、波長可変フィルタ１１１および受信部１１２を介して受信する。
【００１９】
　第１光伝送装置１０は、第２光伝送装置１１０からトーン信号により送信された使用許
可要求を、たとえばＦＦＴやＦＤＴなどにより受信する。ＦＦＴはＦａｓｔ　Ｆｏｕｒｉ
ｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ（高速フーリエ変換）の略である。そして、第１光伝送装置１
０は、受信した使用許可要求に対する使用許可通知を第２波長の光信号で第２光伝送装置
１１０へ送信する。使用許可通知には、送信先の第２光伝送装置１１０を特定可能な情報
が含まれる。送信先の第２光伝送装置１１０を特定可能な情報は、たとえば、送信先の第
２光伝送装置１１０の識別情報（たとえばＯＮＵ番号やシリアル番号）である。または、
送信先の第２光伝送装置１１０を特定可能な情報は、送信先の第２光伝送装置１１０が第
１光伝送装置１０へ送信した使用許可要求のトーン信号の周波数を示す情報であってもよ
い。
【００２０】
　また、第１光伝送装置１０は、複数の第２光伝送装置１１０から同一波長についての使
用許可要求のトーン信号を受信した場合は、いずれかの第２光伝送装置１１０を選択し、
選択した第２光伝送装置１１０へ使用許可通知を送信する。また、第１光伝送装置１０は
、複数の第２光伝送装置１１０から同一波長についての使用許可要求のトーン信号を受信
した場合は、より受信強度が高い使用許可要求のトーン信号を送信した第２光伝送装置１
１０へ使用許可通知を送信してもよい。これにより、光伝搬品質の高い第２光伝送装置１
１０に対して優先的に波長の使用を許可し、複数の第２光伝送装置１１０のアクティベー
ションの効率化を図ることができる。
【００２１】
　このように、第２光伝送装置１１０は、第１光伝送装置１０から受信した光の第１波長
に対応する第２波長の使用許可要求を、第２波長の光で、かつ所定の周波数のトーン信号
により第１光伝送装置１０へ送信する。これにより、第１光伝送装置１０に対する使用許
可要求が複数の第２光伝送装置１１０により同時期に同一波長で送信されたとしても、第
１光伝送装置１０はそれぞれの使用許可要求を受信することができる。このため、第１光
伝送装置１０はいずれかの第２光伝送装置１１０に対して第２波長の使用を許可し、その
第２光伝送装置１１０が第２波長の設定を行うことができる。
【００２２】
　また、使用許可要求は、第２波長の使用許可に加えて第１波長の使用許可を要求する制
御メッセージであってもよい。この場合に、使用許可通知は、第２波長に加えて第１波長
の使用を許可することを通知する制御メッセージとすることができる。この場合に、第２
光伝送装置１１０の設定部１１４は、第１波長および第２波長の使用許可通知を第１光伝
送装置１０から受信した場合に、送信部１１３が第１光伝送装置１０へ送信する主信号の
波長を第２波長に設定する。さらに、設定部１１４は、第１光伝送装置１０から送信され
た光のうち波長可変フィルタ１１１が透過させる光の波長を第１波長に設定する。
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【００２３】
　これにより、第１光伝送装置１０に対する使用許可要求が複数の第２光伝送装置１１０
により同時期に同一波長で送信されたとしても、第２光伝送装置１１０が第１波長および
第２波長の設定を行うことができる。
【００２４】
　また、所定の周波数をランダムな周波数とした場合は、同一の波長についての使用許可
要求を複数の第２光伝送装置１１０が同一の周波数のトーン信号で送信する場合もある。
この場合は、第１光伝送装置１０は、この複数の第２光伝送装置１１０からの各使用許可
要求を受信できないため、使用許可通知を送信しない。これに対して、複数の第２光伝送
装置１１０は、使用許可要求を送信から所定時間が経過しても使用許可通知を受信しない
場合に、ランダムに再選択した周波数のトーン信号で使用許可要求を再送する。これによ
り、使用許可要求の周波数の重複を解消することができる。
【００２５】
（実施の形態１にかかるＰＯＮシステム）
　図２は、実施の形態１にかかるＰＯＮシステムの一例を示す図である。図１に示した光
伝送システム１００は、たとえば図２に示すＰＯＮシステム２００により実現することが
できる。図２に示すＰＯＮシステム２００は、一例としてはＮＧ－ＰＯＮ２はＮｅｘｔ　
Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ＰＯＮ２（次世代ＰＯＮ２）の略である。
【００２６】
　ＰＯＮシステム２００は、ＯＬＴ２１０と、４個のＯＮＵ２２０（＃１～＃４）と、光
伝送路２０１と、光スプリッタ２３０と、ＯＬＴ統合監視制御部２４０と、を含む。ＯＬ
Ｔ２１０側からＯＮＵ２２０（＃１～＃４）側への伝送方向を下りと称し、ＯＮＵ２２０
（＃１～＃４）側からＯＬＴ２１０側への伝送方向を上りと称する。図１に示した第１光
伝送装置１０は、たとえばＯＬＴ２１０により実現することができる。図１に示した複数
の第２光伝送装置１１０は、たとえばＯＮＵ２２０（＃１～＃４）により実現することが
できる。
【００２７】
　図２に示す例では、ＯＬＴ２１０は、４個の光送受信器２１１（＃１～＃４）と、ＡＷ
Ｇ２１２と、を備える。また、ＯＬＴ２１０は、光送受信器２１１（＃１～＃４）による
各光伝送の監視および制御を行う統合監視制御部を備えてもよい。ＡＷＧはＡｒｒａｙｅ
ｄ　Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　Ｇｒａｔｉｎｇ（アレイ導波路格子）の略である。
【００２８】
　光送受信器２１１（＃１～＃４）は、それぞれ波長λ１～λ４を使用してＯＮＵ２２０
（＃１～＃４）側へ光信号を送信する。また、光送受信器２１１（＃１～＃４）は、それ
ぞれ波長λ１１～λ１４を使用してＯＮＵ２２０（＃１～＃４）側から送信された光信号
を受信する。
【００２９】
　たとえば、光送受信器２１１（＃１）は、監視制御部２１１ａ（＃１）と、送信部２１
１ｂ（＃１）と、受信部２１１ｃ（＃１）と、を備える。監視制御部２１１ａ（＃１）は
、送信部２１１ｂ（＃１）および受信部２１１ｃ（＃１）による光伝送の監視および制御
を行う。
【００３０】
　送信部２１１ｂ（＃１）は、監視制御部２１１ａ（＃１）からの制御に従って、波長λ
１の光信号を生成し、生成した光信号をＡＷＧ２１２へ出力する送信器（Ｔｘ）である。
また、送信部２１１ｂ（＃１）は、データ通信を行っていない未使用の状態においても、
データを含まない空の光信号を生成してＡＷＧ２１２へ出力してもよい。送信部２１１ｂ
（＃１）は、たとえばＬＤ（Ｌａｓｅｒ　Ｄｉｏｄｅ：レーザダイオード）や変調器など
により実現することができる。
【００３１】
　受信部２１１ｃ（＃１）は、ＡＷＧ２１２から出力された波長λ１１の光信号を受信す
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る受信器（Ｒｘ）である。受信部２１１ｃ（＃１）は、受信した信号を監視制御部２１１
ａ（＃１）へ出力する。受信部２１１ｃ（＃１）は、たとえばＰＤ（Ｐｈｏｔｏ　Ｄｅｔ
ｅｃｔｏｒ）や復調器などにより実現することができる。
【００３２】
　光送受信器２１１（＃１）の構成について説明したが、光送受信器２１１（＃２～＃４
）の構成についても光送受信器２１１（＃１）の構成と同様である。ただし、光送受信器
２１１（＃２～＃４）の送信部２１１ｂ（＃２～＃４）は、それぞれ波長λ２～λ４の光
信号を生成して出力する。また、光送受信器２１１（＃２～＃４）の受信部２１１ｃ（＃
２～＃４）は、それぞれ波長λ１２～λ１４の光信号を受信する。
【００３３】
　ＡＷＧ２１２は、光送受信器２１１（＃１～＃４）から出力された波長λ１～λ４の光
信号を波長多重する。そして、ＡＷＧ２１２は、波長多重した光信号を、光伝送路２０１
を介して光スプリッタ２３０へ送信する。光伝送路２０１は、たとえば光ファイバなどの
光導波路である。また、ＡＷＧ２１２は、光スプリッタ２３０から光伝送路２０１を介し
て送信された光信号を、それぞれ波長λ１１～λ１４の各光信号に波長多重分離する。そ
して、ＡＷＧ２１２は、波長多重分離した波長λ１１～λ１４の光信号をそれぞれＯＮＵ
２２０（＃１～＃４）へ出力する。
【００３４】
　光スプリッタ２３０は、ＯＬＴ２１０から光伝送路２０１を介して送信された光信号を
分岐する。そして、光スプリッタ２３０は、分岐した各光信号をそれぞれＯＮＵ２２０（
＃１～＃４）へ送信する。また、光スプリッタ２３０は、ＯＮＵ２２０（＃１～＃４）か
ら送信された波長λ１１～λ１４の各光信号を合波（波長多重）する。そして、光スプリ
ッタ２３０は、合波した光信号を、光伝送路２０１を介してＯＬＴ２１０へ送信する。
【００３５】
　ＯＮＵ２２０（＃１～＃４）は、ＯＬＴ２１０（＃１～＃４）側から送信された光信号
を受信する。また、ＯＮＵ２２０（＃１～＃４）は、それぞれ可変の波長を使用してＯＬ
Ｔ２１０（＃１～＃４）側へ光信号を送信する。
【００３６】
　たとえば、ＯＮＵ２２０（＃１）は、監視制御部２２１（＃１）と、送信部２２２（＃
１）と、受信部２２３（＃１）と、波長フィルタ２２４（＃１）と、を備える。監視制御
部２２１（＃１）は、送信部２２２（＃１）および受信部２２３（＃１）による光伝送の
監視および制御を行う。
【００３７】
　送信部２２２（＃１）は、監視制御部２２１（＃１）からの制御に従って、可変波長の
光信号を生成し、生成した光信号を波長フィルタ２２４（＃１）へ出力する送信器（可変
Ｔｘ）である。また、送信部２２２（＃１）は、データ通信を行っていない未使用の状態
においても、データを含まない空の光信号を生成して波長フィルタ２２４（＃１）へ出力
してもよい。送信部２２２（＃１）は、たとえばＬＤや変調器などにより実現することが
できる。
【００３８】
　受信部２２３（＃１）は、波長フィルタ２２４（＃１）から出力された光信号を受信す
る受信器（可変Ｒｘ）である。受信部２２３（＃１）が受信する光の波長は可変である。
受信部２２３（＃１）は、受信した信号を監視制御部２２１（＃１）へ出力する。受信部
２２３（＃１）は、たとえば波長フィルタ、ＰＤや復調器などにより実現することができ
る。
【００３９】
　波長フィルタ２２４（＃１）は、送信部２２２（＃１）から出力された光信号を光スプ
リッタ２３０へ送信する。また、波長フィルタ２２４（＃１）は、光スプリッタ２３０か
ら送信された光信号を受信部２２３（＃１）へ出力する。波長フィルタ２２４は、一例と
しては、波長λ１１～λ１４の光を透過させ、波長λ１～λ４の光を反射させるフィルタ
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により実現することができる。
【００４０】
　図１に示した第２光伝送装置１１０の波長可変フィルタ１１１および受信部１１２は、
たとえば受信部２２３（＃１）により実現することができる。図１に示した第２光伝送装
置１１０の送信部１１３は、たとえば送信部２２２（＃１）および監視制御部２２１（＃
１）により実現することができる。図１に示した第２光伝送装置１１０の設定部１１４は
、たとえば監視制御部２２１（＃１）により実現することができる。
【００４１】
　ＯＮＵ２２０（＃１）の構成について説明したが、ＯＮＵ２２０（＃２～＃４）の構成
についてもＯＮＵ２２０（＃１）の構成と同様である。
【００４２】
　ＯＬＴ統合監視制御部２４０は、ＯＬＴ２１０の光送受信器２１１（＃１～＃４）によ
る光信号の送受信の監視および制御を行う。また、ＯＬＴ統合監視制御部２４０は、ＯＬ
Ｔ２１０を含む複数のＯＬＴによる光信号の送受信の監視および制御を行ってもよい。
【００４３】
　図２に示す例では、光送受信器２１１およびＯＮＵ２２０をそれぞれ４個設け、上りと
下りでそれぞれ４波長を使用する構成について説明したが、上りと下りでそれぞれ使用す
る波長の数は２以上の任意の数とすることができる。一例としては、光送受信器２１１お
よびＯＮＵ２２０をそれぞれ４０個設け、上りと下りでそれぞれ４０波長を使用する構成
としてもよい。また、光送受信器２１１およびＯＮＵ２２０をそれぞれ８０個設け、上り
と下りでそれぞれ８０波長を使用する構成としてもよい。
【００４４】
（実施の形態１にかかるＰＯＮシステムにおける処理）
　図３は、実施の形態１にかかるＰＯＮシステムにおける処理の一例を示すシーケンス図
である。図２に示したＰＯＮシステム２００においては、たとえば図３に示す各ステップ
が実行される。図３に示す例では、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）がＯＬＴ２１０に対する
アクティベーションを行う場合について説明する。
【００４５】
　まず、ＯＬＴ２１０は、自装置の未使用の波長（光送受信器２１１）のそれぞれについ
て、自装置へ接続されたＯＮＵ２２０への上り下り波長情報等メッセージの定期的な送信
を開始する（ステップＳ３０１）。上り下り波長情報等メッセージの送信は、たとえば主
信号に対する重畳信号により行うことができる。たとえば、主信号を電気段または光段に
おいて低周波で変調することにより主信号に重畳信号を重畳することができる。重畳信号
には、たとえばＡＭＣＣ信号を用いることができる。ＡＭＣＣはＡｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌの略である。
【００４６】
　一例としては、図２に示したＯＬＴ２１０の光送受信器２１１（＃１～＃４）のうち光
送受信器２１１（＃１，＃２）が未使用であるとする。この場合に、ＯＬＴ２１０は、光
送受信器２１１（＃１）から、下りの波長λ１が未使用であることと、下りの波長λ１に
対応する上りの波長は波長λ１１であることと、を示す上り下り波長情報等メッセージを
波長λ１で定期的に送信する。また、ＯＬＴ２１０は、光送受信器２１１（＃２）から、
下りの波長λ２が未使用であることと、下りの波長λ２に対応する上りの波長は波長λ１
２であることと、を示す上り下り波長情報等メッセージを波長λ２で定期的に送信する。
上り下り波長情報等メッセージは、一例としてはＣｈａｎｎｅｌ＿Ｐｒｏｆｉｌｅメッセ
ージである。
【００４７】
　つぎに、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）が同時にアクティベーションを開始したとする。
この場合に、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）のそれぞれは、ＯＬＴ２１０から送信される光
に対する受信波長（波長可変フィルタ）をスイープすることにより、ＯＬＴ２１０からの
主信号および重畳信号を検出する。
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【００４８】
　図３に示す例では、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）のそれぞれは、受信波長のスイープに
より、光送受信器２１１（＃１）からの光信号および重畳信号を最初に検出したとする。
この場合に、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）のそれぞれは、検出した主信号および重畳信号
の同期をとり、同期をとった重畳信号に含まれる上り下り波長情報等メッセージを取得す
る。この上り下り波長情報等メッセージは、上述のように、下りの波長λ１が未使用であ
り、下りの波長λ１に対応する上りの波長は波長λ１１であることを示す。
【００４９】
　ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）のそれぞれは、取得した上り下り波長情報等メッセージに
基づいて、波長λ１が未使用であると判定し、ＯＬＴ２１０との通信に用いる下りの波長
を波長λ１に設定する。下りの波長の設定は、たとえばそのときの受信波長（波長可変フ
ィルタ）の設定を維持することにより行うことができる。また、ＯＮＵ２２０（＃１，＃
２）のそれぞれは、取得した上り下り波長情報等メッセージに基づいて、ＯＬＴ２１０と
の通信に用いる上りの波長を波長λ１１に設定する。
【００５０】
　つぎに、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）のそれぞれは、波長λ１，λ１１の使用許可を要
求する波長使用許可要求メッセージを波長λ１１のトーン信号でＯＬＴ２１０へ送信する
（ステップＳ３０２）。このトーン信号は、たとえば単一の周波数の正弦波を波長使用許
可要求メッセージに基づいて変調して得られた光信号である。また、ＯＮＵ２２０（＃１
，＃２）は、波長使用許可要求メッセージを送信するトーン信号の周波数（正弦波の周波
数）を、それぞれ自装置に固有の識別情報に一対一で対応する周波数とする。自装置に固
有の識別情報は、一例としては、ＰＯＮシステム２００に接続されたＯＮＵ２２０のそれ
ぞれに割り振られたＯＮＵ番号である。波長使用許可要求メッセージは、一例としては、
その波長使用許可要求メッセージの送信元のＯＮＵ２２０のシリアル番号等を含むＳｅｒ
ｉａｌ＿Ｎｕｍｂｅｒ＿ＯＮＵメッセージである。
【００５１】
　ステップＳ３０２によりＯＮＵ２２０（＃１，＃２）から送信された各波長使用許可要
求メッセージは、波長が波長λ１１であるため、上りに波長λ１１を使用する光送受信器
２１１（＃１）によって受信される。また、ステップＳ３０２によりＯＮＵ２２０（＃１
，＃２）から送信された各波長使用許可要求メッセージのトーン信号は互いに異なる周波
数のトーン信号である。このため、光送受信器２１１（＃１）は各波長使用許可要求メッ
セージをそれぞれ周波数により分離して受信することができる。
【００５２】
　つぎに、ＯＬＴ２１０は、受信した各波長使用許可要求メッセージのうちいずれかを選
択する。図３に示す例では、ＯＬＴ２１０は、ＯＮＵ２２０（＃１）からの波長使用許可
要求メッセージを選択したとする。このとき、ＯＬＴ２１０は、ＯＮＵ２２０（＃１）か
らの波長使用許可要求メッセージに含まれていたシリアル番号等の認証情報に基づいてＯ
ＮＵ２２０（＃１）の認証を行ってもよい。
【００５３】
　つぎに、ＯＬＴ２１０は、選択した波長使用許可要求メッセージの送信元のＯＮＵ２２
０（＃１）に対して波長λ１，λ１１の使用を許可する波長使用許可メッセージを送信す
る（ステップＳ３０３）。この波長使用許可メッセージは、光送受信器２１１（＃１）か
ら下りの波長λ１で送信される。波長使用許可メッセージの送信は、たとえば主信号に対
する重畳信号により行うことができる。波長使用許可メッセージの送信は、たとえば主信
号に対する重畳信号（たとえばＡＭＣＣ信号）により行うことができる。
【００５４】
　たとえば、波長使用許可メッセージは、ＯＬＴ２１０が選択した波長使用許可要求メッ
セージのトーン信号の周波数を示すトーン番号を含む。または、波長使用許可要求メッセ
ージに送信元のＯＮＵの識別情報（たとえばＯＮＵ番号）が含まれる場合は、波長使用許
可メッセージには、ＯＬＴ２１０が選択した波長使用許可要求メッセージの送信元のＯＮ
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Ｕ２２０（＃１）の識別情報が含まれてもよい。波長使用許可メッセージは、一例として
は、ＯＮＵの識別情報を含むＡｓｓｉｇｎ＿ＯＮＵ－ＩＤメッセージである。ステップＳ
３０３により送信された波長使用許可メッセージの波長は波長λ１であるため、下りの波
長を波長λ１に設定したＯＮＵ２２０（＃１，＃２）のそれぞれによって受信される。
【００５５】
　ＯＮＵ２２０（＃１）は、ＯＬＴ２１０から受信した波長使用許可メッセージに基づい
て、自装置に対して波長λ１，λ１１の使用が許可されたと判定する。したがって、ＯＮ
Ｕ２２０（＃１）は、アクティベーションを完了し、波長λ１，λ１１を使用したＯＬＴ
２１０との間の光通信の運用を開始する。一方、ＯＮＵ２２０（＃２）は、ＯＬＴ２１０
から受信した波長使用許可メッセージに基づいて、自装置に対して波長λ１，λ１１の使
用が許可されなかったと判定する。したがって、ＯＮＵ２２０（＃２）は、アクティベー
ションを再度開始する。
【００５６】
　ＯＬＴ２１０は、たとえば、使用を開始した光送受信器２１１（＃１）からの上り下り
波長情報等メッセージの定期的な送信を停止する。一方、ＯＬＴ２１０は、未使用の光送
受信器２１１（＃２）からの上り下り波長情報等メッセージの定期的な送信は継続する。
アクティベーションを再度開始したＯＮＵ２２０（＃２）は、ＯＬＴ２１０から送信され
る光に対する受信波長を再度スイープすることにより、ＯＬＴ２１０からの主信号および
重畳信号を検出する。
【００５７】
　そして、ＯＮＵ２２０（＃２）は、光送受信器２１１（＃２）からの光信号および重畳
信号を検出したとする。この場合に、ＯＮＵ２２０（＃２）は、検出した主信号および重
畳信号の同期をとり、同期をとった重畳信号に含まれる上り下り波長情報等メッセージを
取得する。この上り下り波長情報等メッセージは、上述のように、下りの波長λ２が未使
用であり、下りの波長λ２に対応する上りの波長は波長λ１２であることを示す。
【００５８】
　ＯＮＵ２２０（＃２）は、取得した上り下り波長情報等メッセージに基づいて、波長λ
２が未使用であると判定し、ＯＬＴ２１０との通信に用いる下りの波長を波長λ２に設定
する。また、ＯＮＵ２２０（＃２）は、取得した上り下り波長情報等メッセージに基づい
て、ＯＬＴ２１０との通信に用いる上りの波長を波長λ１２に設定する。
【００５９】
　つぎに、ＯＮＵ２２０（＃２）は、波長λ２，λ１２の使用許可を要求する波長使用許
可要求メッセージを波長λ１２のトーン信号でＯＬＴ２１０へ送信する（ステップＳ３０
４）。また、ＯＮＵ２２０（＃２）は、ステップＳ３０２と同様に、波長使用許可要求メ
ッセージを送信するトーン信号の周波数（正弦波の周波数）を、自装置に固有の識別情報
に一対一で対応する周波数とする。
【００６０】
　ステップＳ３０４によりＯＮＵ２２０（＃２）から送信された波長使用許可要求メッセ
ージは、波長が波長λ１２であるため、上りに波長λ１２を使用する光送受信器２１１（
＃２）によって受信される。また、ステップＳ３０４により送信された波長使用許可要求
メッセージのトーン信号は単一のトーン信号であるため、光送受信器２１１（＃２）はこ
の波長使用許可要求メッセージを受信することができる。このとき、ＯＬＴ２１０は、Ｏ
ＮＵ２２０（＃２）からの波長使用許可要求メッセージに含まれていたシリアル番号等の
認証情報に基づいてＯＮＵ２２０（＃２）の認証を行ってもよい。
【００６１】
　つぎに、ＯＬＴ２１０は、受信した波長使用許可要求メッセージの送信元のＯＮＵ２２
０（＃２）に対して波長λ２，λ１２の使用を許可する波長使用許可メッセージを送信す
る（ステップＳ３０５）。この波長使用許可メッセージは、光送受信器２１１（＃２）か
ら下りの波長λ２で送信される。
【００６２】
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　ＯＮＵ２２０（＃２）は、ＯＬＴ２１０から受信した波長使用許可メッセージに基づい
て、自装置に対して波長λ２，λ１２の使用が許可されたと判定する。したがって、ＯＮ
Ｕ２２０（＃２）は、アクティベーションを完了し、波長λ２，λ１２を使用したＯＬＴ
２１０との間の光通信の運用を開始する。
【００６３】
（実施の形態１にかかるトーン信号の波形）
　図４は、実施の形態１にかかるトーン信号の波形の例を示す図である。図４において、
横方向は時間を示す。トーン４０１は、単一の周波数の正弦波である。この単一の周波数
は、たとえばトーン４０１の送信元のＯＮＵ２２０に固有の識別情報（たとえばＯＮＵ番
号）に対応する周波数である。
【００６４】
　図４に示す波長使用許可要求メッセージ４０２は、上述した波長使用許可要求メッセー
ジ（たとえばＳｅｒｉａｌ＿Ｎｕｍｂｅｒ＿ＯＮＵメッセージ）である。図４に示す例で
は波長使用許可要求メッセージ４０２は“１０１”であるが、波長使用許可要求メッセー
ジ４０２は任意の長さの情報とすることができる。また、波長使用許可要求メッセージ４
０２は、上述したように送信元のＯＮＵ２２０のシリアル番号等を含んでもよい。
【００６５】
　上述した波長使用許可要求メッセージのトーン信号には、たとえばトーン４０１を搬送
波とするトーン信号４０３～４０５のいずれかを用いることができる。トーン信号４０３
～４０５のそれぞれは、たとえばトーン４０１を変調して得られる信号である。
【００６６】
　トーン信号４０３は、波長使用許可要求メッセージ４０２に基づいてトーン４０１をＡ
ＳＫで変調した信号である。ＡＳＫはＡｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ（
振幅偏移変調）の略である。トーン信号４０４は、波長使用許可要求メッセージ４０２に
基づいてトーン４０１をＦＳＫで変調した信号である。ＦＳＫはＦｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓ
ｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ（周波数偏移変調）の略である。トーン信号４０５は、波長使用
許可要求メッセージ４０２に基づいてトーン４０１をＰＳＫで変調した信号である。ＰＳ
ＫはＰｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ（位相偏移変調）の略である。
【００６７】
（実施の形態１にかかるトーン信号の主信号への重畳）
　図５は、実施の形態１にかかるトーン信号の主信号への重畳の一例を示す図である。図
５において、横軸は時間を示す。図５に示す主信号５０１は、波長使用許可要求メッセー
ジの送信元のＯＮＵ２２０がＯＬＴ２１０へ送信する主信号である。ただし、波長使用許
可要求メッセージを送信するＯＮＵ２２０はその時点ではＯＬＴ２１０との間で光通信の
運用を開始していないため、主信号５０１はたとえば空の信号である。
【００６８】
　図５に示すトーン信号５０２は、主信号５０１に対して重畳された波長使用許可要求メ
ッセージのトーン信号である。トーン信号５０２には、たとえば図５に示したトーン信号
４０３～４０５のいずれかを使用することができる。または、トーン信号５０２には、図
５に示したトーン４０１をそのまま使用してもよい（たとえば図７参照）。たとえば、Ｏ
ＮＵ２２０は、主信号５０１を電気段または光段において変調することにより主信号５０
１にトーン信号５０２を重畳することができる。
【００６９】
　図５に示すように、トーン信号５０２の周波数は、主信号５０１の変調周波数より低い
周波数である。したがって、ＯＬＴ２１０は、主信号５０１およびトーン信号５０２を周
波数分離によりそれぞれ受信することができる。
【００７０】
（実施の形態１にかかるＯＮＵ番号とトーン信号の周波数との対応情報）
　図６は、実施の形態１にかかるＯＮＵ番号とトーン信号の周波数との対応情報の一例を
示す図である。ＰＯＮシステム２００においては、図６に示す対応情報６００のように、
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ＯＮＵ２２０のそれぞれに固有のＯＮＵ番号と、トーン信号の周波数［ｋＨｚ］と、が対
応付けられている。
【００７１】
　図６に示す例では、ＰＯＮシステム２００においては最大で６４個のＯＮＵ２２０が使
用可能であり、６４個のＯＮＵ２２０に対してＯＮＵ番号“ＯＮＵ０”～“ＯＮＵ６３”
が割り振られている。そして、ＯＮＵ番号“ＯＮＵ０”～“ＯＮＵ６３”にはそれぞれ異
なる周波数が対応付けられている。
【００７２】
　たとえば、ＯＮＵ２２０（＃１）のＯＮＵ番号が“ＯＮＵ０”である場合に、ＯＮＵ２
２０（＃１）は、“ＯＮＵ０”に対応する５００［ｋＨｚ］のトーン信号で波長使用許可
要求メッセージをＯＬＴ２１０へ送信する。また、ＯＮＵ２２０（＃１）は、たとえばＯ
ＬＴ２１０からの波長使用許可メッセージに“ＯＮＵ０”が含まれているか否かに基づい
て、ＯＬＴ２１０へ送信した波長使用許可要求メッセージに対してＯＬＴ２１０から波長
の使用を許可されたか否かを判定する。
【００７３】
　また、ＯＮＵ２２０（＃２）のＯＮＵ番号が“ＯＮＵ１”である場合に、ＯＮＵ２２０
（＃２）は、“ＯＮＵ１”に対応する５１０［ｋＨｚ］のトーン信号で波長使用許可要求
メッセージをＯＬＴ２１０へ送信する。また、ＯＮＵ２２０（＃２）は、たとえばＯＬＴ
２１０からの波長使用許可メッセージに“ＯＮＵ１”が含まれているか否かに基づいて、
ＯＬＴ２１０へ送信した波長使用許可要求メッセージに対してＯＬＴ２１０から波長の使
用を許可されたか否かを判定する。
【００７４】
　たとえば、図２に示したＯＮＵ２２０（＃１～＃４）のそれぞれは、図６に示す対応情
報６００を記憶しておき、対応情報６００に基づいて、自装置のＯＮＵ番号に対応するト
ーン信号の周波数を特定する。または、ＯＮＵ２２０（＃１～＃４）のそれぞれは、自装
置のＯＮＵ番号に対応するトーン信号の周波数を記憶しておき、他のＯＮＵ２２０のＯＮ
Ｕ番号に対応するトーン信号の周波数については記憶しておかなくてもよい。また、ＯＬ
Ｔ２１０が対応情報６００を記憶しておき、受信したトーン信号の周波数に基づいて、受
信したトーン信号の送信元のＯＮＵ２２０のＯＮＵ番号を特定できるようにしてもよい。
【００７５】
（実施の形態１にかかるＰＯＮシステムにおける処理）
　図７は、実施の形態１にかかるＰＯＮシステムにおける処理の他の一例を示すシーケン
ス図である。図２に示したＰＯＮシステム２００においては、たとえば図３に示す各ステ
ップが実行されてもよい。図７に示す例では、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）がＯＬＴ２１
０に対するアクティベーションを行う場合について説明する。
【００７６】
　図７に示すステップＳ７０１～Ｓ７０３は、図３に示したステップＳ３０１～Ｓ３０３
と同様である。ただし、ステップＳ７０２において、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）のそれ
ぞれは、波長λ１，λ１１の使用許可を要求する波長使用許可要求メッセージとして波長
λ１１のトーン４０１（図４参照）をＯＬＴ２１０へ送信する（ステップＳ７０２）。し
たがって、この波長使用許可要求メッセージは、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）のシリアル
番号等は含まず、ＯＬＴ２１０は波長使用許可要求メッセージの送信元のＯＮＵ２２０（
＃１，＃２）のシリアル番号等は特定できない。
【００７７】
　ステップＳ７０３の次に、ＯＮＵ２２０（＃１）は、自装置のシリアル番号等を含む認
証要求メッセージを波長λ１１でＯＬＴ２１０へ送信する（ステップＳ７０４）。認証要
求メッセージは、一例としてはＯＮＵ２２０（＃１）のシリアル番号（Ｓｅｒｉａｌ　Ｎ
ｕｍｂｅｒ）等の認証情報を含むＳｅｒｉａｌ＿Ｎｕｍｂｅｒ＿ＯＮＵ＃１メッセージと
することができる。
【００７８】
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　つぎに、ＯＬＴ２１０が、ＯＮＵ２２０（＃１）からの認証要求メッセージに基づいて
ＯＮＵ２２０（＃１）の認証を行い、認証結果を示す認証メッセージを波長λ１でＯＮＵ
２２０（＃１）へ送信する（ステップＳ７０５）。つぎに、ＯＮＵ２２０（＃１）が、受
信した認証メッセージに対する確認メッセージを波長λ１１でＯＬＴ２１０へ送信する（
ステップＳ７０６）。そして、ＯＮＵ２２０（＃１）は、アクティベーションを完了し、
波長λ１，λ１１を使用したＯＬＴ２１０との間の光通信の運用を開始する。
【００７９】
　一方、ＯＮＵ２２０（＃２）は、ステップＳ７０３においてＯＬＴ２１０から受信した
波長使用許可メッセージに基づいて、自装置に対して波長λ１，λ１１の使用が許可され
なかったと判定する。したがって、ＯＮＵ２２０（＃２）は、アクティベーションを再度
開始する。そして、ＯＮＵ２２０（＃２）は、空きを検出した波長を使用して、ステップ
Ｓ７０３～Ｓ７０６と同様の手順を行い、アクティベーションの完了後にＯＬＴ２１０と
の間の光通信の運用を開始する。
【００８０】
　図７に示したように、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）のそれぞれは、波長使用許可要求メ
ッセージとしてトーン４０１をＯＬＴ２１０へ送信してもよい。この場合に、ＯＬＴ２１
０は、トーン４０１を受信すると、トーン４０１の送信元のＯＮＵ２２０が、トーン４０
１の波長を上り信号として使用し、その波長に対応する波長を下り波長として使用するこ
とを要求していると判断する。
【００８１】
　また、この場合は、ＯＬＴ２１０からの波長使用許可要求メッセージにより波長の使用
を許可されたＯＮＵ２２０は、自装置のシリアル番号を含む認証要求メッセージをＯＬＴ
２１０へ送信する。これにより、ＯＬＴ２１０が波長の使用を許可したＯＮＵ２２０の認
証を行うことができる。なお、たとえばステップＳ７０６による確認メッセージの送信は
省いてもよい。
【００８２】
（実施の形態１にかかるＯＬＴの光送受信器）
　図８は、実施の形態１にかかるＯＬＴの光送受信器の一例を示す図である。図２に示し
たＯＬＴ２１０の光送受信器２１１（＃１～＃４）のそれぞれは、たとえば、図８に示す
ＯＳＵ８００により実現することができる。ＯＳＵはＯｐｔｉｃａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｕｎｉｔの略である。ＯＳＵ８００は、ＳＮＩ８１０と、主信号処理部８２０と、
重畳部８３１と、重畳分離部８３２と、光送受信部８４０と、制御部８５０と、を備える
。ＳＮＩはＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅの略である。
【００８３】
　ＳＮＩ８１０は、上位ネットワークと接続されたネットワーク側の通信インタフェース
である。たとえば、ＳＮＩ８１０は、上位ネットワークから送信された下りの主信号を受
信し、受信した下りの主信号を主信号処理部８２０へ出力する。また、ＳＮＩ８１０は、
主信号処理部８２０から出力された上りの主信号の処理を行い、処理を行った上りの主信
号を上位ネットワークへ送信する。
【００８４】
　主信号処理部８２０は、ＳＮＩ８１０から出力された下りの主信号の処理を行い、処理
を行った下りの主信号を重畳部８３１へ出力する。また、主信号処理部８２０は、重畳分
離部８３２から出力された上りの主信号の処理を行い、処理を行った上りの主信号をＳＮ
Ｉ８１０へ出力する。
【００８５】
　重畳部８３１は、主信号処理部８２０から出力された下りの主信号と、制御部８５０か
ら出力された重畳信号と、を加算し、加算した信号を光送受信部８４０へ出力する。重畳
分離部８３２は、光送受信部８４０から出力された信号を周波数分離することにより、光
送受信部８４０から出力された信号から上りの主信号および重畳信号を取得する。そして
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、重畳分離部８３２は、取得した主信号を主信号処理部８２０へ出力し、取得した重畳信
号を制御部８５０へ出力する。
【００８６】
　光送受信部８４０は、重畳部８３１から出力された信号を光信号に変換する。そして、
光送受信部８４０は、変換した光信号を、図２に示したＡＷＧ２１２へ出力することによ
りＯＮＵ２２０側へ送信する。また、光送受信部８４０は、ＯＮＵ２２０側から送信され
てＡＷＧ２１２から出力された光信号を受信する。そして、光送受信部８４０は、受信し
た信号を重畳分離部８３２へ出力する。
【００８７】
　制御部８５０は、重畳分離部８３２から出力された重畳信号から、ＯＮＵ２２０からの
メッセージを取得する。ＯＮＵ２２０からのメッセージには、たとえば、上述した波長使
用許可要求メッセージ、認証要求メッセージ、確認メッセージなどが含まれる。また、制
御部８５０は、ＯＮＵ２２０へのメッセージを示す重畳信号を重畳部８３１へ出力する。
ＯＮＵ２２０へのメッセージには、たとえば、上述した上り下り波長情報等メッセージ、
波長使用許可メッセージ、認証メッセージなどが含まれる。
【００８８】
　制御部８５０は、たとえばＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏ
ｒ）やＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）など
のデジタル回路により実現することができる。
【００８９】
　図２に示した送信部２１１ｂ（＃１～＃４）および受信部２１１ｃ（＃１～＃４）は、
たとえば光送受信部８４０により実現することができる。図２に示した監視制御部２１１
ａ（＃１～＃４）は、たとえば制御部８５０により実現することができる。
【００９０】
（実施の形態１にかかるＯＮＵ）
　図９は、実施の形態１にかかるＯＮＵの一例を示す図である。図２に示したＯＮＵ２２
０（＃１～＃４）のそれぞれは、たとえば、図９に示すＯＮＵ９００により実現すること
ができる。ＯＮＵ９００は、波長フィルタ９１０と、波長可変フィルタ９２０と、光送受
信部９３０と、重畳分離部９４１と、重畳部９４２と、主信号処理部９５０と、ＵＮＩ９
６０と、制御部９７０と、を備える。ＵＮＩはＵｓｅｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ（ユーザネットワークインタフェース）の略である。
【００９１】
　波長フィルタ９１０は、光スプリッタ２３０から送信された下りの光信号を波長可変フ
ィルタ９２０へ出力する。また、波長フィルタ９１０は、光送受信部９３０から出力され
た上りの光信号を光スプリッタ２３０へ送信する。波長フィルタ９１０は、一例としては
、上りの波長帯域（たとえば波長λ１１～λ１４）の光を透過させ、下りの波長帯域（た
とえば波長λ１～λ４）の光を反射させるフィルタにより実現することができる。
【００９２】
　波長可変フィルタ９２０は、波長フィルタ９１０から出力される光信号のうち、制御部
９７０によって設定された受信帯域の光信号のみを透過させて光送受信部９３０へ出力す
る。
【００９３】
　光送受信部９３０は、波長可変フィルタ９２０から出力された光信号を受信する。そし
て、光送受信部９３０は、受信した下りの信号を重畳分離部９４１へ出力する。また、光
送受信部９３０は、重畳部９４２から出力された信号を光信号に変換する。そして、光送
受信部９３０は、変換した光信号を、図２に示した光スプリッタ２３０へ出力することに
よりＯＬＴ２１０へ送信する。
【００９４】
　重畳分離部９４１は、光送受信部９３０から出力された信号を周波数分離することによ
り、光送受信部９３０から出力された信号から下りの主信号および重畳信号を取得する。
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そして、重畳分離部９４１は、取得した主信号を主信号処理部９５０へ出力し、取得した
重畳信号を制御部９７０へ出力する。重畳部９４２は、主信号処理部９５０から出力され
た主信号と、制御部９７０から出力された重畳信号と、を加算し、加算した信号を光送受
信部９３０へ出力する。
【００９５】
　主信号処理部９５０は、重畳分離部９４１から出力された下りの主信号の処理を行い、
処理を行った下りの主信号をＵＮＩ９６０へ出力する。また、主信号処理部９５０は、Ｕ
ＮＩ９６０から出力された信号に含まれる主信号の処理を行い、処理を行った上りの主信
号を重畳部９４２へ出力する。
【００９６】
　ＵＮＩ９６０は、ユーザの機器と接続されたユーザ側の通信インタフェースである。た
とえば、ＵＮＩ９６０は、主信号処理部９５０から出力された下りの主信号をユーザの機
器へ送信する。また、ＵＮＩ９６０は、ユーザの機器から送信された上りの主信号を受信
し、受信した上りの主信号を主信号処理部９５０へ出力する。
【００９７】
　制御部９７０は、重畳分離部９４１から出力された重畳信号から、ＯＬＴ２１０からの
メッセージを取得する。ＯＬＴ２１０からのメッセージには、たとえば、上述した上り下
り波長情報等メッセージ、波長使用許可メッセージ、認証メッセージなどが含まれる。ま
た、制御部９７０は、ＯＬＴ２１０へのメッセージを示す重畳信号を重畳部９４２へ出力
する。ＯＬＴ２１０へのメッセージには、たとえば、上述した波長使用許可要求メッセー
ジ、認証要求メッセージ、確認メッセージなどが含まれる。制御部９７０は、たとえばＤ
ＳＰやＦＰＧＡなどのデジタル回路により実現することができる。
【００９８】
　図２に示した監視制御部２２１（＃１～＃４）は、たとえば制御部９７０により実現す
ることができる。図２に示した送信部２２２（＃１～＃４）および受信部２２３（＃１～
＃４）は、たとえば波長可変フィルタ９２０および光送受信部９３０により実現すること
ができる。図２に示した波長フィルタ２２４（＃１～＃４）は、たとえば波長フィルタ９
１０により実現することができる。
【００９９】
（実施の形態１にかかるＯＬＴによる処理）
　図１０は、実施の形態１にかかるＯＬＴによる処理の一例を示すフローチャートである
。実施の形態１にかかるＯＬＴ２１０は、未使用の光送受信器２１１ごとに、たとえば図
１０に示す各ステップを実行する。ここでは、処理対象の光送受信器２１１の下りの波長
を波長λｘとし、処理対象の光送受信器２１１の上りの波長を波長λ１ｘとする。図１０
に示す各ステップは、たとえば図８に示した制御部８５０の制御により行われる。
【０１００】
　まず、ＯＬＴ２１０は、下りの波長λｘが未使用であることと、下りの波長λｘに対応
する上りの波長は波長λ１ｘであることと、を示す上り下り波長情報等メッセージの定期
的な送信を開始する（ステップＳ１００１）。この上り下り波長情報等メッセージは、た
とえば波長λｘのＡＭＣＣ信号により送信される。
【０１０１】
　つぎに、ＯＬＴ２１０は、自装置に接続されたＯＮＵ２２０から波長使用許可要求メッ
セージを波長λ１ｘのトーン信号で受信したか否かを判断し（ステップＳ１００２）、波
長使用許可要求メッセージを受信するまで待つ（ステップＳ１００２：Ｎｏのループ）。
トーン信号は、たとえば図４に示したトーン４０１およびトーン信号４０３～４０５のい
ずれかである。また、このトーン信号は、たとえば送信元のＯＮＵ２２０に固有の識別情
報と一対一で対応する周波数のトーン信号である。したがって、複数のＯＮＵ２２０から
同時に波長使用許可要求メッセージのトーン信号が送信されても、ＯＬＴ２１０はそれぞ
れのトーン信号を周波数分離により受信することができる。
【０１０２】
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　ステップＳ１００２において、波長使用許可要求メッセージを受信すると（ステップＳ
１００２：Ｙｅｓ）、ＯＬＴ２１０は、受信した波長使用許可要求メッセージのトーン信
号が単一のトーン信号であるか否かを判断する（ステップＳ１００３）。単一のトーン信
号である場合（ステップＳ１００３：Ｙｅｓ）は、ＯＬＴ２１０は、そのトーン信号のト
ーン番号を含む波長使用許可メッセージを波長λｘで送信し（ステップＳ１００４）、ス
テップＳ１００６へ移行する。トーン信号のトーン番号は、たとえばそのトーン信号の周
波数を示す番号である。また、この場合に、ＯＬＴ２１０は、処理対象の光送受信器２１
１についての上り下り波長情報等メッセージの定期的な送信を停止してもよい。
【０１０３】
　ステップＳ１００３において、単一のトーン信号でない場合（ステップＳ１００３：Ｎ
ｏ）は、ＯＬＴ２１０は、ステップＳ１００５へ移行する。すなわち、ＯＬＴ２１０は、
受信した各トーン信号のトーン番号のいずれかを含む波長使用許可メッセージを波長λｘ
で送信し（ステップＳ１００５）、ステップＳ１００６へ移行する。たとえば、ＯＬＴ２
１０においては各トーン番号の間の優先順位が予め設定されており、ＯＬＴ２１０は、受
信した各トーン信号のトーン番号のうちより優先順位が高いトーン番号を含む波長使用許
可メッセージを送信する。または、ＯＬＴ２１０は、受信した各トーン信号のトーン番号
のうちランダムに選択したトーン番号を含む波長使用許可メッセージを送信してもよい。
【０１０４】
　つぎに、ＯＬＴ２１０は、下りの波長として波長λｘを使用し、上りの波長として波長
λ１ｘを使用して対象のＯＮＵ２２０との間で光通信の運用を開始し（ステップＳ１００
６）、一連の処理を終了する。対象のＯＮＵ２２０は、ステップＳ１００４またはステッ
プＳ１００５により送信した波長使用許可メッセージに含まれるトーン番号のトーン信号
を送信したＯＮＵ２２０である。
【０１０５】
　図１０に示す例では波長使用許可メッセージにトーン番号を含める処理について説明し
たが、このような処理に限らない。たとえば、波長使用許可要求メッセージに送信元のＯ
ＮＵ２２０のＯＮＵ番号が含まれている場合は、ステップＳ１００４において、ＯＬＴ２
１０は、波長使用許可メッセージにそのＯＮＵ番号を含めてもよい。また、この場合は、
ステップＳ１００５において、ＯＬＴ２１０は、選択した波長使用許可要求メッセージの
送信元に含まれていたＯＮＵ番号を波長使用許可メッセージに含めてもよい。
【０１０６】
（実施の形態１にかかるＯＮＵによる処理）
　図１１は、実施の形態１にかかるＯＮＵによる処理の一例を示すフローチャートである
。ＯＬＴ２１０が図１０に示した各ステップを実行する場合に、実施の形態１にかかるＯ
ＮＵ２２０（＃１～＃４）のそれぞれは、たとえば図１１に示す各ステップを実行する。
図１０に示す各ステップは、たとえば図９に示した制御部９７０の制御により行われる。
【０１０７】
　まず、ＯＮＵ２２０は、自装置の受信波長を所定の初期波長に設定する（ステップＳ１
１０１）。自装置の受信波長は、ＯＬＴ２１０から送信され自装置へ到達する光の各波長
のうち自装置が受信する光の波長である。受信波長の設定は、たとえば、図９に示した波
長フィルタ９１０の透過波長を調整することにより行うことができる。一例としては、Ｏ
ＮＵ２２０は、ステップＳ１１０１において、自装置の受信波長を、ＯＬＴ２１０が光信
号を送信し得る各波長のうち最も短い波長に設定する。
【０１０８】
　つぎに、ＯＮＵ２２０は、ステップＳ１１０１によって設定した受信波長において、Ｏ
ＬＴ２１０から送信される光に光信号があるか否かを判断する（ステップＳ１１０２）。
光信号がない場合（ステップＳ１１０２：Ｎｏ）は、ＯＮＵ２２０は、自装置の受信波長
を変更し（ステップＳ１１０３）、ステップＳ１１０２へ戻る。一例としては、ＯＮＵ２
２０は、ステップＳ１１０３において、自装置の受信波長を、所定の単位量だけ長波長側
にシフトさせる。
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【０１０９】
　ステップＳ１１０２において、光信号がある場合（ステップＳ１１０２：Ｙｅｓ）は、
ＯＮＵ２２０は、その光信号に上り下り波長情報等メッセージが重畳信号として含まれて
いるか否かを判断する（ステップＳ１１０４）。上り下り波長情報等メッセージが含まれ
ていない場合（ステップＳ１１０４：Ｎｏ）は、ＯＮＵ２２０は、ステップＳ１１０３へ
移行する。
【０１１０】
　ステップＳ１１０４において、上り下り波長情報等メッセージが含まれている場合（ス
テップＳ１１０４：Ｙｅｓ）は、ＯＮＵ２２０は、ステップＳ１１０５へ移行する。すな
わち、ＯＮＵ２２０は、その上り下り波長情報等メッセージに基づいて、現在の受信波長
がＯＬＴ２１０において未使用か否かを判断する（ステップＳ１１０５）。なお、ある波
長の上り下り波長情報等メッセージが、その波長が未使用の場合のみＯＬＴ２１０から送
信される場合は、ＯＮＵ２２０はステップＳ１１０５を省いてステップＳ１１０６へ移行
してもよい。
【０１１１】
　ステップＳ１１０５において、未使用でない場合（ステップＳ１１０５：Ｎｏ）は、Ｏ
ＮＵ２２０は、ステップＳ１１０３へ移行する。未使用である場合（ステップＳ１１０５
：Ｙｅｓ）は、ＯＮＵ２２０は、自装置の上りの波長を、その上り下り波長情報等メッセ
ージが示す上りの波長に設定する（ステップＳ１１０６）。上りの波長の設定は、たとえ
ば図９に示した制御部９７０が光送受信部９３０のＬＤの出力波長を制御することにより
行うことができる。
【０１１２】
　つぎに、ＯＮＵ２２０は、ステップＳ１１０６により設定した上りの波長のトーン信号
で波長使用許可要求メッセージを送信する（ステップＳ１１０７）。また、ＯＮＵ２２０
は、ステップＳ１１０７により送信する波長使用許可要求メッセージのトーン信号の周波
数（トーン周波数）を、自装置に固有の識別情報と一対一で対応する周波数にする。
【０１１３】
　つぎに、ＯＮＵ２２０は、現在の受信波長において、ＯＬＴ２１０からの波長使用許可
メッセージを受信したか否かを判断し（ステップＳ１１０８）、波長使用許可メッセージ
を受信するまで待つ（ステップＳ１１０８：Ｎｏのループ）。波長使用許可メッセージを
受信すると（ステップＳ１１０８：Ｙｅｓ）、ＯＮＵ２２０は、受信した波長使用許可メ
ッセージに含まれるトーン番号が自装置のトーン番号か否かを判断する（ステップＳ１１
０９）。自装置のトーン番号は、ステップＳ１１０７により送信した波長使用許可要求メ
ッセージのトーン信号の周波数を示す番号、すなわち自装置に固有の識別情報と一対一で
対応する周波数を示す番号である。
【０１１４】
　ステップＳ１１０９において、波長使用許可メッセージに含まれるトーン番号が自装置
のトーン番号でない場合（ステップＳ１１０９：Ｎｏ）は、ＯＮＵ２２０は、ステップＳ
１１０３へ移行する。または、この場合にＯＮＵ２２０はステップＳ１１０１へ移行して
もよい。
【０１１５】
　ステップＳ１１０９において、波長使用許可メッセージに含まれるトーン番号が自装置
のトーン番号である場合（ステップＳ１１０９：Ｙｅｓ）は、ＯＮＵ２２０は、ＯＬＴ２
１０との間の光通信の運用を開始し（ステップＳ１１１０）、一連の処理を終了する。た
とえば、ＯＮＵ２２０は、現在の受信波長（下りの波長）と、ステップＳ１１０６により
設定した上りの波長と、を使用したＯＬＴ２１０との間の光通信の運用を開始する。
【０１１６】
　図１１に示す例では、受信波長を最短波長から単位量ずつ長波長側へシフトさせるスイ
ープについて説明したが、受信波長のスイープはこれに限らない。たとえば、ＯＮＵ２２
０は、受信波長を最長波長から単位量ずつ短波長側へシフトさせることにより受信波長を
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スイープしてもよい。また、ＯＮＵ２２０は、未選択の各波長の中からランダムに選択し
た波長を受信波長とする処理を繰り返すことにより受信波長をスイープしてもよい。
【０１１７】
　また、図１１に示す例ではステップＳ１１０９において波長使用許可メッセージに自装
置のトーン番号が含まれているかを判断することにより波長の使用が許可されたか否かを
判定する処理について説明したが、このような処理に限らない。たとえば、波長の使用を
許可されたＯＮＵ２２０のＯＮＵ番号が波長使用許可メッセージに含まれる場合は、ＯＮ
Ｕ２２０は、波長使用許可メッセージに自装置のＯＮＵ番号が含まれているかを判断する
ことにより波長の使用が許可されたか否かを判定してもよい。
【０１１８】
（実施の形態１にかかるＰＯＮシステムを適用した基地局装置）
　図１２は、実施の形態１にかかるＰＯＮシステムを適用した基地局装置の一例を示す図
である。図１２において、図２に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して
説明を省略する。図２に示したＰＯＮシステム２００は、たとえば図１２に示す基地局装
置１２００に適用することができる。基地局装置１２００は、ＢＢＵ１２１０と、ＯＬＴ
２１０と、光伝送路２０１と、光スプリッタ２３０と、ＯＮＵ２２０（＃１～＃ｎ）と、
ＲＲＨ１２２１～１２２ｎと、を備える。ｎは２以上の自然数である。ＢＢＵはＢａｓｅ
　Ｂａｎｄ　Ｕｎｉｔ（ベースバンド部）の略である。ＲＲＨはＲｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ｈｅａｄ（無線部）の略である。
【０１１９】
　ＢＢＵ１２１０は、基地局装置１２００におけるベースバンド処理を行う。たとえば、
ＢＢＵ１２１０は、移動体通信網における基地局装置１２００の上位装置からの下り信号
のベースバンド処理を行い、ベースバンド処理を行った下り信号をＯＬＴ２１０へ送信す
る。また、ＢＢＵ１２１０は、ＯＬＴ２１０から送信された上り信号のベースバンド処理
を行い、ベースバンド処理を行った下り信号を、移動体通信網における基地局装置１２０
０の上位装置へ送信する。
【０１２０】
　図１２に示す例では、ＯＬＴ２１０は、ｎ個の光送受信器２１１（＃１～＃ｎ）を備え
る。光送受信器２１１（＃１～＃ｎ）は、ＢＢＵ１２１０から送信された下り信号を、そ
れぞれＯＮＵ２２０（＃１～＃ｎ）へ波長λ１～λｎの光信号で送信する。また、光送受
信器２１１（＃１～＃ｎ）は、それぞれＯＮＵ２２０（＃１～＃ｎ）から波長λ１１～λ
１ｎの光信号で送信された上り信号を受信し、受信した上り信号をＢＢＵ１２１０へ送信
する。
【０１２１】
　ＯＮＵ２２０（＃１～＃ｎ）は、それぞれ光送受信器２１１（＃１～＃ｎ）から光信号
で送信された下り信号を受信し、受信した下り信号をそれぞれＲＲＨ１２２１～１２２ｎ
へ送信する。また、ＯＮＵ２２０（＃１～＃ｎ）は、それぞれＲＲＨ１２２１～１２２ｎ
から送信された上り信号を受信し、受信した上り信号をそれぞれ光送受信器２１１（＃１
～＃ｎ）へ光信号で送信する。
【０１２２】
　ＲＲＨ１２２１～１２２ｎは、それぞれＯＮＵ２２０（＃１～＃ｎ）から送信された下
り信号を受信し、受信した下り信号をそれぞれ移動端末へ無線送信する。また、ＲＲＨ１
２２１～１２２ｎは、移動端末から無線送信された上り信号を受信し、受信した上り信号
をそれぞれＯＮＵ２２０（＃１～＃ｎ）へ送信する。
【０１２３】
　このように、実施の形態１によれば、ＯＮＵ２２０が、空きを検出した波長の波長使用
許可要求メッセージ（使用許可要求）を、自装置のＯＮＵ番号に対応する周波数のトーン
信号によりＯＬＴ２１０へ送信することができる。これにより、ＯＬＴ２１０に対する波
長使用許可要求メッセージが複数のＯＮＵ２２０により同時期に同一波長で送信されたと
しても、ＯＬＴ２１０はそれぞれの波長使用許可要求メッセージを受信することができる
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。このため、ＯＬＴ２１０はいずれかのＯＮＵ２２０に対して波長の使用を許可し、その
ＯＮＵ２２０が波長の設定を行うことができる。
【０１２４】
　また、ＯＮＵ２２０が送信する波長使用許可要求メッセージのトーン信号の周波数を、
そのＯＮＵ２２０のＯＮＵ番号に対応する周波数とする構成について説明したが、このよ
うな構成に限らない。たとえば、ＯＮＵ２２０は、波長使用許可要求メッセージのトーン
信号の周波数をランダムに選択して設定してもよい。この場合も、ＯＬＴ２１０に対する
波長使用許可要求メッセージが複数のＯＮＵ２２０により同時期に同一波長で送信された
としても、ＯＬＴ２１０はそれぞれの波長使用許可要求メッセージを受信することができ
る可能性が高くなる。このため、ＯＬＴ２１０はいずれかのＯＮＵ２２０に対して波長の
使用を許可し、そのＯＮＵ２２０が波長の設定を行うことができる。
【０１２５】
　たとえば、近年、モバイルトラフィックが急増しており、それに伴い、携帯基地局と収
容局とを結ぶモバイルバックホールネットワーク等のアクセス領域のトラフィックも増大
しているため、アクセス領域へのＤＷＤＭ技術の適用が検討されている。アクセス領域で
は、ＰＯＮ構成が適用されており、今後のトラフィックの増大に対応するため、ＩＴＵ－
ＴのＧ．ｍｅｔｒｏやＮＧ－ＰＯＮ２　ＰｔＰ　ＷＤＭではＷＤＭ　ＰＯＮ相当の構成が
検討されている。ＩＴＵ－ＴはＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｕｎｉｏｎ－Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｅｃｔｏｒ（国際電
信電話諮問委員会）の略である。ＷＤＭはＷａｖｅｌｅｎｇｔｈ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ（波長分割多重）の略である。ＤＷＤＭはＤｅｎｓｅ　Ｗａｖｅ
ｌｅｎｇｔｈ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ（高密度波長分割多重方式
）の略である。
【０１２６】
　ＮＧ－ＰＯＮ２　ＰｔＰ　ＷＤＭで議論されている構成では、簡易で安価な構成を実現
するべく、ＯＮＵと呼ばれるユーザ側の装置を共通化（少品種化）するため、ＯＮＵで使
われる送信用光源として波長可変光源を使用することが検討されている。各ＯＮＵの波長
可変光源は、ＯＬＴと呼ばれるセンタ側の装置から主信号に監視信号を重畳させ、波長設
定が行われる。
【０１２７】
　このような構成において、たとえば、複数のＯＮＵが同時にアクティベーションを開始
すると、ＯＬＴから送信される上り下り波長情報等メッセージを複数のＯＮＵが同時に受
信し、複数のＯＮＵが波長使用許可要求メッセージを同時に送付する場合がある。この場
合に、ＯＬＴは、複数のＯＮＵからの波長使用許可要求メッセージを同時に受けることに
なるため、波長使用許可要求メッセージを正確に判別することができない。
【０１２８】
　複数ＯＮＵが同時にアクティブ化を開始する例としては、たとえばスモールセル基地局
のトラフィックを収容するモバイルフロントホールの運用が挙げられる。このようなモバ
イルフロントホールにおいては、モバイルユーザの分布状況によりユーザが少ないエリア
のスモールセル基地局を休止し、イベントの開催等により急激にユーザが増える場合には
その周辺の複数のスモールセル基地局を一斉に立ち上げる場合がある。このような場合に
、複数のＯＮＵが同時にアクティブ化を開始する。
【０１２９】
　これに対して、上述の実施の形態１によれば、各ＯＮＵからの波長使用許可要求メッセ
ージは、各ＯＮＵに割り当てられた周波数のトーン信号、またはランダムな周波数のトー
ン信号により送信される。これにより、複数のＯＮＵが同時にアクティベーションを開始
し、波長使用許可要求メッセージを同時に送付しても、ＯＬＴは波長使用許可要求メッセ
ージを同時に受け取って判別することが可能となる。
【０１３０】
　また、ＯＬＴは１つの波長使用許可要求メッセージに波長使用許可メッセージを出すた
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め、波長使用許可メッセージを得られなかったＯＮＵは再度アクティベーションを開始す
ればよく、これによりＯＮＵに異なる波長を順次割り振ることが可能となる。
【０１３１】
（実施の形態２）
　実施の形態２について、実施の形態１と異なる部分について説明する。実施の形態２に
おいては、第２光伝送装置１１０が、第１光伝送装置１０によって主信号の送信に使用さ
れていない第１波長を検出する際に、波長可変フィルタ１１１の透過波長をランダムな波
長から変化させながら受信部１１２が受信した光を監視する。この場合は、第２光伝送装
置１１０が送信する使用許可要求はトーン信号ではなく任意の信号としてもよい。さらに
、第２光伝送装置１１０は、第１波長を検出してからランダムな時間が経過した後に使用
許可要求を送信してもよい。
【０１３２】
（実施の形態２にかかるＰＯＮシステムにおける処理）
　図１３は、実施の形態２にかかるＰＯＮシステムにおける処理の一例を示すシーケンス
図である。実施の形態２にかかるＰＯＮシステム２００においては、たとえば図１３に示
す各ステップが実行される。図１３に示す例では、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）がＯＬＴ
２１０に対するアクティベーションを行う。また、図１３に示す例においては、ＯＬＴ２
１０が下り波長として波長λ１～λ１６を使用可能であり、そのうち波長λ１～λ７，λ
１０～λ１６が使用中であり、波長λ８，λ９が未使用であるとする。また、下りの波長
λ１～λ１６に対応する上りの波長をそれぞれ波長λｘ１～λｘ１６とする。
【０１３３】
　まず、ＯＬＴ２１０は、未使用の波長λ８，λ９のそれぞれについて、自装置へ接続さ
れたＯＮＵ２２０への上り下り波長情報等メッセージの定期的な送信を開始する（ステッ
プＳ１３０１）。図１３においては、波長λ８についての上り下り波長情報等メッセージ
を図示している。
【０１３４】
　つぎに、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）が、同時にアクティベーションを開始し、ＯＬＴ
２１０から送信される光に対する受信波長のスイープを開始したとする。このとき、ＯＮ
Ｕ２２０（＃１，＃２）のそれぞれは、自装置のスイープの開始波長をランダムに設定す
る。図１３に示す例では、ＯＮＵ２２０（＃１）は波長λ５からスイープを開始し、ＯＮ
Ｕ２２０（＃２）は波長λ２からスイープを開始する。また、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２
）が受信波長のスイープにおいて受信波長を変化させる時間単位をＹ［ｍｓ］とする。
【０１３５】
　この場合に、ＯＮＵ２２０（＃１）は、Ｙ［ｍｓ］ごとに受信波長を波長λ５、波長λ
６、波長λ７、波長λ８の順に変化させる。したがって、ＯＮＵ２２０（＃１）は、スイ
ープを開始してから３Ｙ［ｍｓ］後に受信波長がλ８になり、波長λ８についてのＯＬＴ
２１０からの上り下り波長情報等メッセージを取得する。
【０１３６】
　一方で、ＯＮＵ２２０（＃２）は、Ｙ［ｍｓ］ごとに受信波長を波長λ２、波長λ３、
波長λ４、波長λ５、…の順に変化させる。したがって、ＯＮＵ２２０（＃２）は、スイ
ープを開始してから６Ｙ［ｍｓ］後に受信波長がλ８になり、波長λ８についてのＯＬＴ
２１０からの上り下り波長情報等メッセージを取得する。
【０１３７】
　ＯＮＵ２２０（＃１）は、波長λ８についての上り下り波長情報等メッセージを取得す
ると、波長λ８，λｘ８の使用許可を要求する波長使用許可要求メッセージを波長λｘ８
の光信号でＯＬＴ２１０へ送信する（ステップＳ１３０２）。この波長使用許可メッセー
ジには、たとえばＯＮＵ２２０（＃１）のシリアル番号が含まれる。
【０１３８】
　ＯＮＵ２２０（＃２）は、波長λ８についての上り下り波長情報等メッセージを取得す
ると、波長λ８，λｘ８の使用許可を要求する波長使用許可要求メッセージを波長λｘ８
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の光信号でＯＬＴ２１０へ送信する（ステップＳ１３０３）。この波長使用許可要求メッ
セージには、たとえばＯＮＵ２２０（＃２）のシリアル番号が含まれる。ステップＳ１３
０３によるＯＮＵ２２０（＃２）からの波長使用許可要求メッセージの送信は、ステップ
Ｓ１３０２によるＯＮＵ２２０（＃１）からの波長使用許可要求メッセージの送信に対し
て３Ｙ［ｍｓ］後になる。
【０１３９】
　つぎに、ＯＬＴ２１０は、ステップＳ１３０２により受信した波長使用許可要求メッセ
ージの送信元のＯＮＵ２２０（＃１）に対して波長λ８，λｘ８の使用を許可する波長使
用許可メッセージを波長λ８で送信する（ステップＳ１３０４）。この波長使用許可要求
メッセージには、たとえばＯＮＵ２２０（＃１）のシリアル番号が含まれる。
【０１４０】
　ＯＬＴ２１０が、ステップＳ１３０２により波長使用許可要求メッセージを受信するた
めに要する時間（たとえば重畳信号のしきい値検出等の処理に要する時間）をＸ［ｍｓ］
とする。また、ＯＬＴ２１０は、ＯＮＵ２２０（＃１）に対して波長λ８，λｘ８の使用
を許可する波長使用許可メッセージを送信したため、ステップＳ１３０３により受信した
波長使用許可要求メッセージに対しては波長使用許可メッセージを送信しない。
【０１４１】
　ＯＮＵ２２０（＃１）は、自装置のシリアル番号を含む波長使用許可メッセージをＯＬ
Ｔ２１０から受信したことにより、自装置に対して波長λ８，λｘ８の使用が許可された
と判定する。したがって、ＯＮＵ２２０（＃１）は、アクティベーションを完了し、波長
λ８，λｘ８を使用したＯＬＴ２１０との間の光通信の運用を開始する。
【０１４２】
　一方、ＯＮＵ２２０（＃２）は、自装置のシリアル番号を含む波長使用許可メッセージ
をＯＬＴ２１０から受信しなかったことにより、自装置に対して波長λ８，λｘ８の使用
が許可されなかったと判定する。したがって、ＯＮＵ２２０（＃２）は、アクティベーシ
ョンを再度開始する。
【０１４３】
　ＯＬＴ２１０は、使用を開始した波長λ８についての上り下り波長情報等メッセージの
定期的な送信を停止する。一方、ＯＬＴ２１０は、未使用の波長λ９についての上り下り
波長情報等メッセージの定期的な送信は継続している。アクティベーションを再度開始し
たＯＮＵ２２０（＃２）は、ＯＬＴ２１０から送信される光に対する受信波長のスイープ
を再開する。このとき、ＯＮＵ２２０（＃２）は、たとえば、ＯＮＵ２２０（＃２）は、
直前の受信波長である波長λ８の次の波長λ９からスイープを再開する。これにより、Ｏ
ＬＴ２１０は、たとえば、波長λ９についてのＯＬＴ２１０からの上り下り波長情報等メ
ッセージを取得し、アクティベーションの完了後に、波長λ９，λｘ９を使用したＯＬＴ
２１０との間の光通信の運用を開始する。
【０１４４】
　ただし、スイープの再開方法はこれに限らない。たとえば、ＯＮＵ２２０（＃２）は、
初期の波長λ２からスイープを再開してもよいし、ランダムに選択した波長からスイープ
を再開してもよい。
【０１４５】
　また、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）が受信波長を変化させる時間単位Ｙ［ｍｓ］を、Ｏ
ＬＴ２１０が波長使用許可要求メッセージの受信に要する時間Ｘ［ｍｓ］以上（Ｙ≧Ｘ）
となるように設定してもよい。これにより、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）の間で受信波長
のスイープの開始波長が異なっていれば、波長使用許可要求メッセージの送信タイミング
も時間Ｘ以上ずれる。このため、ＯＬＴ２１０が一方のＯＮＵ２２０からの波長使用許可
メッセージを受信している間に他方のＯＮＵ２２０からの波長使用許可メッセージがＯＬ
Ｔ２１０へ到達することを抑制することができる。したがって、ＯＬＴ２１０がいずれの
波長使用許可メッセージも受信できなくなることを抑制することができる。一例としては
、時間Ｘが約７０［ｍｓ］である場合に、時間単位Ｙ［ｍｓ］を１００［ｍｓ］とするこ
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とができる。
【０１４６】
（実施の形態２にかかるＯＮＵの受信波長のスイープ）
　図１４は、実施の形態２にかかるＯＮＵの受信波長のスイープの一例を示す図である。
図１４において、横軸は周波数を示す。図１３に示した例と同様に、ＯＬＴ２１０が下り
波長として波長λ１～λ１６を使用可能であり、そのうち波長λ１～λ７，λ１０～λ１
６が使用中であり、波長λ８，λ９が未使用であるとする。
【０１４７】
　上り下り波長情報等メッセージ１４１１，１４１２は、それぞれ未使用の波長λ８，λ
９についての上り下り波長情報等メッセージである。ＯＬＴ２１０は、上り下り波長情報
等メッセージ１４１１，１４１２をそれぞれ波長λ８，λ９で送信する。
【０１４８】
　透過スペクトル１４２１～１４２４は、ＯＮＵ２２０（＃１）の受信波長の変化を示し
ている。たとえば、透過スペクトル１４２１は、中心波長が波長λ５の透過スペクトルで
ある。したがって、ＯＮＵ２２０（＃１）は、自装置の波長可変フィルタ９２０（図９参
照）の透過スペクトルを透過スペクトル１４２１に設定することで自装置の受信波長を波
長λ５に設定することができる。
【０１４９】
　また、ＯＮＵ２２０（＃１）は、自装置の波長可変フィルタ９２０の透過スペクトルを
透過スペクトル１４２１～１４２４の順に設定することで自装置の受信波長を波長λ５～
λ８にスイープさせることができる。そして、ＯＮＵ２２０（＃１）は、自装置の波長可
変フィルタ９２０の透過スペクトルを透過スペクトル１４２４（受信波長を波長λ８）に
設定した時点で波長λ８についての上り下り波長情報等メッセージ１４１１を取得するこ
とができる。
【０１５０】
　透過スペクトル１４３１～１４３８は、ＯＮＵ２２０（＃２）の受信波長の変化を示し
ている。たとえば、透過スペクトル１４３１は、中心波長が波長λ２の透過スペクトルで
ある。したがって、ＯＮＵ２２０（＃２）は、自装置の波長可変フィルタ９２０（図９参
照）の透過スペクトルを透過スペクトル１４３１に設定することで自装置の受信波長を波
長λ２に設定することができる。
【０１５１】
　また、ＯＮＵ２２０（＃２）は、自装置の波長可変フィルタ９２０の透過スペクトルを
透過スペクトル１４３１～１４３７の順に設定することで自装置の受信波長を波長λ２～
λ８にスイープさせることができる。そして、ＯＮＵ２２０（＃２）は、自装置の波長可
変フィルタ９２０の透過スペクトルを透過スペクトル１４３７（受信波長を波長λ８）に
設定した時点で波長λ８についての上り下り波長情報等メッセージ１４１１を取得するこ
とができる。
【０１５２】
　図１３に示した例では、ＯＮＵ２２０（＃２）は、上り下り波長情報等メッセージ１４
１１に基づくアクティベーションに失敗するため、再度受信波長のスイープを行う。そし
て、ＯＮＵ２２０（＃２）は、自装置の波長可変フィルタ９２０の透過スペクトルを透過
スペクトル１４３８（受信波長を波長λ９）に設定した時点で波長λ９についての上り下
り波長情報等メッセージ１４１２を取得することができる。
【０１５３】
（実施の形態２にかかるＰＯＮシステムにおける処理）
　図１５は、実施の形態２にかかるＰＯＮシステムにおける処理の他の一例を示すシーケ
ンス図である。実施の形態２にかかるＰＯＮシステム２００においては、たとえば図１５
に示す各ステップが実行されてもよい。図１５に示す例では、図１３に示した例と同様に
、ＯＬＴ２１０が下り波長として波長λ１～λ１６を使用可能であり、そのうち波長λ１
～λ７，λ１０～λ１６が使用中であり、波長λ８，λ９が未使用であるとする。
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【０１５４】
　図１５に示すステップＳ１５０１～Ｓ１５０４は、図１３に示したステップＳ１３０１
～Ｓ１３０４と同様である。ただし、ステップＳ１５０２において、ＯＮＵ２２０（＃１
）は、波長λ８についての上り下り波長情報等メッセージを取得してからランダムな長さ
の期間が経過した後に、波長λ８，λｘ８の使用許可を要求する波長使用許可要求メッセ
ージを送信する。図１５に示す例では、このランダムな長さの期間はＹ［ｍｓ］である。
【０１５５】
　また、ステップＳ１５０３において、ＯＮＵ２２０（＃２）は、波長λ８についての上
り下り波長情報等メッセージを取得してからランダムな期間が経過した後に、波長λ８，
λｘ８の使用許可を要求する波長使用許可要求メッセージを送信する。図１５に示す例で
は、このランダムな長さの期間は２Ｙ［ｍｓ］である。
【０１５６】
　したがって、図１５に示す例では、ステップＳ１５０３によるＯＮＵ２２０（＃２）か
らの波長使用許可要求メッセージの送信は、ステップＳ１５０２によるＯＮＵ２２０（＃
１）からの波長使用許可要求メッセージの送信に対して４Ｙ［ｍｓ］後になる。
【０１５７】
　図１５に示した例のように、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）における受信波長のスイープ
の開始波長に加えて、上り下り波長情報等メッセージの受信から波長使用許可要求メッセ
ージの送信までの期間の長さもランダムにしてもよい。これにより、同一波長の波長使用
許可要求メッセージがＯＮＵ２２０（＃１，＃２）から同時期に送信されることをさらに
抑制することができる。
【０１５８】
　また、上り下り波長情報等メッセージの受信から波長使用許可要求メッセージの送信ま
での期間の長さの単位をＹ［ｍｓ］（Ｙ≧Ｘ）となるように設定してもよい。すなわち、
ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）のそれぞれは、たとえば１以上のランダムな自然数を生成し
、生成した自然数にＹを乗じた長さの期間を、自装置における上り下り波長情報等メッセ
ージの受信から波長使用許可要求メッセージの送信までの期間としてもよい。これにより
、ＯＬＴ２１０が一方のＯＮＵ２２０からの波長使用許可メッセージを受信している間に
他方のＯＮＵ２２０からの波長使用許可メッセージがＯＬＴ２１０へ到達することを抑制
することができる。したがって、ＯＬＴ２１０がいずれの波長使用許可メッセージも受信
できなくなることを抑制することができる。
【０１５９】
　このように、実施の形態２によれば、ＯＮＵ２２０が、ＯＬＴ２１０が使用していない
波長を検出する際に、波長可変フィルタ９２０の透過波長をランダムな波長からスイープ
させながらＯＬＴ２１０から受信した光信号を監視する。これにより、ＯＬＴ２１０が使
用していない同一の波長を複数のＯＮＵ２２０が同時に検出することを抑制し、同一の波
長の波長使用許可要求メッセージが複数のＯＮＵ２２０から同時期に送信されることを抑
制することができる。したがって、ＯＬＴ２１０が各波長使用許可要求メッセージを受信
できる可能性が高くなるため、ＯＬＴ２１０はいずれかのＯＮＵ２２０に対して波長の使
用を許可し、そのＯＮＵ２２０が波長の設定を行うことができる。
【０１６０】
　また、ＯＮＵ２２０が、ＯＬＴ２１０が使用していない波長を検出してからランダムな
時間が経過した後にＯＬＴ２１０へ波長使用許可要求メッセージを送信するようにしても
よい。これにより、同一波長の波長使用許可要求メッセージが複数のＯＮＵ２２０から同
時期に送信されることを抑制することができる。
【０１６１】
（実施の形態３）
　実施の形態３について、実施の形態１，２と異なる部分について説明する。実施の形態
３においては、波長使用許可要求メッセージの送信を許可するＯＮＵ２２０のシリアル番
号の一部分を上り下り波長情報等メッセージに含める構成について説明する。
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【０１６２】
（実施の形態３にかかるＰＯＮシステムにおける処理）
　図１６は、実施の形態３にかかるＰＯＮシステムにおける処理の一例を示すシーケンス
図である。実施の形態３にかかるＰＯＮシステム２００においては、たとえば図１６に示
す各ステップが実行される。図１６に示す例では、ＯＮＵ２２０（＃１，＃２）がＯＬＴ
２１０に対するアクティベーションを行う場合について説明する。
【０１６３】
　図１６に示すステップＳ１６０１～Ｓ１６０３は、たとえば図３に示したステップＳ３
０１～Ｓ３０３と同様である。ただし、ＯＬＴ２１０は、上り下り波長情報等メッセージ
に、波長使用許可要求メッセージの送信を許可するＯＮＵ２２０のシリアル番号（たとえ
ば４桁）の下１桁を示す情報を含める。図１６に示す例では、ＯＮＵ２２０（＃１）のシ
リアル番号の下１桁が上り下り波長情報等メッセージに含まれる情報と一致する。また、
ＯＮＵ２２０（＃２）のシリアル番号の下１桁が上り下り波長情報等メッセージに含まれ
る情報と不一致である。
【０１６４】
　この場合に、ＯＮＵ２２０（＃１）は、ＯＬＴ２１０から取得した上り下り波長情報等
メッセージに含まれる情報が自装置のシリアル番号の下１桁と一致するため、波長使用許
可要求メッセージをＯＬＴ２１０へ送信する。一方、ＯＮＵ２２０（＃２）は、ＯＬＴ２
１０から取得した上り下り波長情報等メッセージに含まれる情報が自装置のシリアル番号
の下１桁と不一致のため、波長使用許可要求メッセージをＯＬＴ２１０へ送信せずにアク
ティベーションを再開する。
【０１６５】
　このように、実施の形態３によれば、ＯＬＴ２１０が波長使用許可要求メッセージの送
信を許可するＯＮＵ２２０のシリアル番号の下１桁を示す情報を上り下り波長情報等メッ
セージに含めて送信する。これにより、同一の波長の波長使用許可要求メッセージが複数
のＯＮＵ２２０から同時期に送信されることを抑制することができる。したがって、ＯＬ
Ｔ２１０が各波長使用許可要求メッセージを受信できる可能性が高くなるため、ＯＬＴ２
１０はいずれかのＯＮＵ２２０に対して波長の使用を許可し、そのＯＮＵ２２０が波長の
設定を行うことができる。
【０１６６】
　また、ＯＬＴ２１０は、波長（光送受信器２１１）によって、上り下り波長情報等メッ
セージに含めるシリアル番号の下１桁が異なるようにしてもよい。これにより、シリアル
番号の下１桁が一致しなかったＯＮＵ２２０（＃２）は、他の波長の上り下り波長情報等
メッセージを検出することにより波長使用許可要求メッセージを送信することができる。
【０１６７】
　また、ＯＬＴ２１０は、上り下り波長情報等メッセージに含めるシリアル番号の下１桁
をランダムに選択してもよい。ＯＬＴ２１０は、上り下り波長情報等メッセージに含める
シリアル番号の下１桁を定期的に変更してもよい。また、上り下り波長情報等メッセージ
にシリアル番号の下１桁を含める構成について説明したが、上り下り波長情報等メッセー
ジに含める情報はシリアル番号の下１桁に限らずシリアル番号の任意の一部分とすること
ができる。たとえば、上り下り波長情報等メッセージに含める情報はシリアル番号の上１
桁や下２桁であってもよい。また、上り下り波長情報等メッセージに含める情報はシリア
ル番号に限らずＯＮＵ番号やその一部などであってもよい。
【０１６８】
　以上説明したように、光伝送装置、光伝送システムおよび光伝送方法によれば、複数の
光伝送装置が波長の使用許可要求を同一波長で送信しても波長設定を行うことができる。
【０１６９】
　上述した各実施の形態によれば、ＯＮＵの装置起動に伴う送信用光源の波長割り当てを
効率的に行うことができる。
【０１７０】
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　上述した各実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１７１】
（付記１）透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタと、
　他の光伝送装置から送信され前記波長可変フィルタを透過した光を受信する受信部と、
　前記受信部により受信された光の第１波長に対応する第２波長の使用許可要求を、前記
第２波長の光で、かつ所定の周波数のトーン信号により前記他の光伝送装置へ送信する送
信部と、
　前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通知を前記他の光伝送装置
から受信した場合に、前記送信部が前記他の光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第
２波長に設定する設定部と、
　を備えることを特徴とする光伝送装置。
【０１７２】
（付記２）前記送信部は、前記第１波長および前記第２波長の前記使用許可要求を送信し
、
　前記設定部は、前記使用許可要求の送信元に対する前記第１波長および前記第２波長の
前記使用許可通知を前記他の光伝送装置から受信した場合に、前記他の光伝送装置から送
信された光のうち前記波長可変フィルタが透過させる光の波長を前記第１波長に設定し、
前記送信部が前記他の光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第２波長に設定する、
　ことを特徴とする付記１に記載の光伝送装置。
【０１７３】
（付記３）前記所定の周波数は自装置の識別情報に対応する周波数であることを特徴とす
る付記１に記載の光伝送装置。
【０１７４】
（付記４）前記所定の周波数はランダムな周波数であることを特徴とする付記１に記載の
光伝送装置。
【０１７５】
（付記５）光伝送を行う第１光伝送装置と、
　透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタを備え、前記第１光伝送装置から送信さ
れ前記波長可変フィルタを透過した光を受信し、受信した光の第１波長に対応する第２波
長の使用許可要求を、前記第２波長の光で、かつ所定の周波数のトーン信号により前記第
１光伝送装置へ送信する第２光伝送装置と、を含み、
　前記第１光伝送装置は、前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通
知を送信し、
　前記第２光伝送装置は、前記第１光伝送装置から前記使用許可通知を受信した場合に、
前記第１光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第２波長に設定する、
　ことを特徴とする光伝送システム。
【０１７６】
（付記６）透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタを備える光伝送装置による光伝
送方法であって、
　他の光伝送装置から送信され前記波長可変フィルタを透過した光を受信し、
　受信した光の第１波長に対応する第２波長の使用許可要求を、前記第２波長の光で、か
つ所定の周波数のトーン信号により前記他の光伝送装置へ送信し、
　前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通知を前記他の光伝送装置
から受信した場合に、前記他の光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第２波長に設定
する、
　ことを特徴とする光伝送方法。
【０１７７】
（付記７）透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタと、
　他の光伝送装置から送信され前記波長可変フィルタを透過した光を受信する受信部と、
　前記波長可変フィルタの透過波長をランダムな波長から変化させながら前記受信部によ
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り受信された光を監視することにより、前記他の光伝送装置が主信号の送信に使用してい
ない光の第１波長を検出する検出部と、
　前記検出部によって前記第１波長が検出された場合に、前記第１波長に対応する第２波
長の使用許可要求を、前記第２波長の光で前記他の光伝送装置へ送信する送信部と、
　前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通知を前記他の光伝送装置
から受信した場合に、前記送信部が前記他の光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第
２波長に設定する設定部と、
　を備えることを特徴とする光伝送装置。
【０１７８】
（付記８）前記送信部は、前記検出部によって前記第１波長が検出されてからランダムな
時間が経過した後に前記使用許可要求を送信することを特徴とする付記７に記載の光伝送
装置。
【０１７９】
（付記９）光伝送を行う第１光伝送装置と、
　透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタを備え、前記第１光伝送装置から送信さ
れ前記波長可変フィルタを透過した光を受信し、前記波長可変フィルタの透過波長をラン
ダムな波長から変化させながら受信した光を監視することにより、前記第１光伝送装置が
主信号の送信に使用していない光の第１波長を検出し、前記第１波長を検出した場合に、
前記第１波長に対応する第２波長の使用許可要求を、前記第２波長の光で前記第１光伝送
装置へ送信する第２光伝送装置と、を含み、
　前記第１光伝送装置は、前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通
知を送信し、
　前記第２光伝送装置は、前記第１光伝送装置から前記使用許可通知を受信した場合に、
前記第１光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第２波長に設定する、
　ことを特徴とする光伝送システム。
【０１８０】
（付記１０）透過させる光の波長が可変の波長可変フィルタを備える光伝送装置による光
伝送方法であって、
　他の光伝送装置から送信され前記波長可変フィルタを透過した光を受信し、
　前記波長可変フィルタの透過波長をランダムな波長から変化させながら受信した光を監
視することにより、前記他の光伝送装置が主信号の送信に使用していない光の第１波長を
検出し、
　前記第１波長を検出した場合に、前記第１波長に対応する第２波長の使用許可要求を、
前記第２波長の光で前記他の光伝送装置へ送信し、
　前記使用許可要求の送信元に対する前記第２波長の使用許可通知を前記他の光伝送装置
から受信した場合に、前記他の光伝送装置へ送信する主信号の波長を前記第２波長に設定
する、
　ことを特徴とする光伝送方法。
【符号の説明】
【０１８１】
　１０　第１光伝送装置
　１００　光伝送システム
　１１０　第２光伝送装置
　１１１，９２０　波長可変フィルタ
　１１２，２１１ｃ，２２３　受信部
　１１３，２１１ｂ，２２２　送信部
　１１４　設定部
　２００　ＰＯＮシステム
　２０１　光伝送路
　２１０　ＯＬＴ
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　２１１　光送受信器
　２１１ａ，２２１　監視制御部
　２１２　ＡＷＧ
　２２０，９００　ＯＮＵ
　２２４，９１０　波長フィルタ
　２３０　光スプリッタ
　２４０　ＯＬＴ統合監視制御部
　４０１　トーン
　４０２　波長使用許可要求メッセージ
　４０３～４０５，５０２　トーン信号
　５０１　主信号
　６００　対応情報
　８００　ＯＳＵ
　８１０　ＳＮＩ
　８２０，９５０　主信号処理部
　８３１，９４２　重畳部
　８３２，９４１　重畳分離部
　８４０，９３０　光送受信部
　８５０，９７０　制御部
　９６０　ＵＮＩ
　１２００　基地局装置
　１２１０　ＢＢＵ
　１２２１～１２２ｎ　ＲＲＨ
　１４１１，１４１２　上り下り波長情報等メッセージ
　１４２１～１４２４，１４３１～１４３８　透過スペクトル
【図１】 【図２】
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